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 気象情報・避難情報等 河辺区防災会議 要配慮者・区民 

0.5 

※情報の入手 

・テレビの dボタン・防災アプリ等 

・気象庁ホームページ 
 

◎警戒レベル３以上 
・緊急速報メール（エリアメール） 
・防災無線（京丹後市、河辺区） 

※状況確認 

①情報に基づくデータの収集と状況確認 

②市民局・消防団等との情報共有 

③安否の確認・要支援者等への対応 

④災害箇所（以前）の確認 

※災害への備え 

〇気象情報収集 

〇事前の安全災害対策（各家庭・隣組等） 

〇要支援者の避難の準備 

・防災グッズ、貴重品の確認 

１ 

※スイッチ１ 

 ●河川、裏山、地鳴りや落石など、災害の

兆候が発生 

 ●【警戒レベル３】⇒高齢者等避難の発令 

   「避難準備、要支援者等の避難開始」 

   ＊気象警報 

   ＊避難判断水位の超過 

※防災会議 

①区長が「スイッチ１」を確認 

②区長が「自主防災計画スケジュール」に基づき

関係者に招集指示 

③河辺区防災対策本部開設（市民局に連絡） 

④自主避難所開設（河辺区民センター内） 

   ※「自主防災計画」に基づき活動 

⑤防災無線により避難の呼びかけ、要配慮者の

避難誘導開始（安否確認）       

※避難行動 

〇要支援者の避難開始（注２・３） 

避難場所 ： 河辺区民センター、自宅二階等 

〇要支援者以外の避難準備 

   ＊必要に応じた、自主避難開始 

避難場所 ： 河辺区民センター内 

〇指定緊急避難場所等開設 

指定緊急避難場所 ： 大宮第一小学校 

福 祉 避 難 場 所 ： 大宮北保育所 

２ 

※スイッチ２ 

 ●今までに経験のない災害の兆候 

 ●【警戒レベル４】⇒避難指示の発令 

   「危険区域の方は全員避難」 

＊土砂災害警戒情報 

   ＊氾濫危険水位の超過 

 ●【警戒レベル５】⇒緊急安全確保の発令 

    「直ちに命を守る行動を」 

※緊急事態 

①区長が「スイッチ２」を確認 

②大宮市民局へ連絡 

③緊急事態の要請（区の役員、自主防災） 

④防災無線により避難の呼びかけ 

⑤状況を見て被害状況の確認 

※緊急避難 

〇要支援者以外の避難開始 

指定緊急避難場所 ： 大宮第一小学校 

福 祉 避 難 場 所 ： 大宮北保育所 

〇最終的な危険回避行動（区民全員） 

   ＊自宅の二階の山から離れた部屋等へ 

   ＊避難が可能ならば、周りの状況に十分注意し、 

次善の避難所へ移動する。 

      ＜避難指示等の解除＞         ＜自主避難所閉鎖、河辺防災会議解散＞             ＜帰宅＞ 

スイッチ 


